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令和７年１２月 

 

群馬県総務部財産有効活用課 



 群馬県庁舎で使用する電気の購入に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもの

のほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 入札公告日   令和７年１２月１２日（金） 

 

２ 入札執行者   群馬県知事 山本 一太 

 

３ 契約担当課   〒３７１－８５７０ 

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

群馬県総務部財産有効活用課県庁舎保全係（県庁舎１１階） 

電 話 ０２７－２２６－２１２５ 

ＦＡＸ ０２７－２２３－５０３０ 

 

４ 入札に付する事項 

（１）件  名  群馬県庁舎で使用する電気 

（２）仕  様  「群馬県庁舎電気需給仕様書」のとおり 

 

５ 入札参加資格 

  入札に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。 

（１）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しない者であること。 

（２）  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づき、更生手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）

の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加

する資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。  

（３）  群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７

０条の２第３項の規定により作成された令和６・７年度物件等購入契約資格者名

簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者であること。 

なお、この公告日現在で資格者名簿に登載されていない者は、地方公共団体の

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）

第６条及び規則第１９０条の２の規定により、令和７年１２月１９日（金）まで

に群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、令和８年１月８

日（木）までに資格者名簿に登載されたことが確認できたものであること。 

（４）  本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定

による入札参加制限を受けていない者であること。 

（５）  本件入札公告の日から開札までの間において、物品の購入等に係る有資格者指

名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。 

（６）  電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定による小売電気事

業者としての登録を受けている者であること。 

（７）  供給を開始する日から確実に安定した電気の供給ができる者であること。 

（８）  電源構成及び二酸化炭素排出係数を開示している※１ことを前提とし、以下のア

～エの項目により評価し、評価基準※２を満たす者であること。 



  ア 二酸化炭素排出係数 

    イ 未利用エネルギーの活用状況※３ 

    ウ 再生可能エネルギー導入状況※４ 

 エ 省エネルギー・節電に関する情報提供の取組※５状況 

 

６ 入札参加資格の確認 

（１）  入札に参加を希望する者は、上記５の資格を有することを証明するため、入札

参加資格確認申請書及び確認資料等（以下「申請書類」という。）を提出し、入

札参加資格の有無について確認を受けなければならない。申請期限までに申請書

類を提出できない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の競争

入札に参加できない。 

 なお、提出された申請書類について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに

応じなければならない。 

ア 提出期間  令和７年１２月１２日（金）から令和８年１月８日（木）までの

群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休

日条例」という。）第１条に規定する休日を除く毎日。 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。 

イ 提出場所  上記３に同じ。 

ウ 提出方法  郵送又は持参とする。 

郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの期限までに必着のこ

と。また、封筒に「群馬県庁舎で使用する電気 入札参加資格確認

申請書在中」と朱書きすること。    

（２）  提出書類は、次のとおりとする。 

ア 入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

イ 入札参加資格確認資料（様式第２号） 

ウ 上記５（３）を確認する書類 

エ 上記５（６）を確認する書類 

オ 上記５（７）を確認する書類 

カ 評価項目報告書（様式第２号その２）及び根拠資料 

キ 担当者届（様式第３号） 

（３）  申請書類に基づく審査結果は、令和８年１月１６日（金）までに電送により通

知する。（期日までに通知がない場合は、契約担当課に確認の電話をすること。） 

（４）  入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時

までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合に

は、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。 

（５）  その他 

ア 申請書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

イ 群馬県は、提出された申請書類を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使

用しない。 

ウ 申請書類は返却しない。 

エ 提出期限日以降における申請書類の差し替え及び再提出は認めない。 

 



７ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）  入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと

認めた理由について、次に従い、入札参加資格確認説明申請書（様式第７号）に

より説明を求めることができる。 

ア 提出期間  令和８年１月１６日（金）から令和８年１月２３日（金）までの

休日条例第１条に規定する休日を除く毎日。 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。 

イ 提出場所  上記３に同じ。 

ウ 提出方法  郵送又は持参とする。 

郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの期限までに必着のこ

と。また、封筒に「群馬県庁舎で使用する電気 入札参加資格確認

説明申請書在中」と朱書きすること。  

（２）  説明を求められたときは、令和８年１月３０日（金）までに説明を求めた者に

対し書面により回答する。 

 

８ 入札説明会 

実施しない。 

 

９ 入札説明書等に関する質問 

（１）  入札説明書等に関する質問は、文書により提出するものとする。 

ア 提出期間  令和７年１２月１２日（金）から令和８年１月８日（木）までの

休日条例第１条に規定する休日を除く毎日。 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。 

イ 提出場所  上記３に同じ。 

ウ 提出方法  郵送又は持参とする。 

郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの期限までに必着のこ

と。また、封筒に「群馬県庁舎で使用する電気 質問書在中」と朱

書きすること。  

（２）  質問に対する回答は、令和８年１月１６日（金）までに上記３の場所に掲示す

ると共に、入札に参加を希望し入札参加資格を有する者に対し書面で電送により

回答する。 

 

１０ 入札書の記載 

（１） 入札金額は、年間予定使用電力量に対する総額を見積もること。 

（２） 入札書には、１月ごとの１キロワット当たりの基本料金単価（常時、予備電力

別）及び１キロワットアワー当たりの使用電力料金単価とそれぞれの予定使用電

力量に係わる月額料金を記載すること。 

また、季節や時間帯等その他条件により単価や増減率が異なる場合は、その内

容が確認できる計算書を別紙で添付すること。 

力率は１００％として計算すること。 

本案件の入札価格の算定に当たっては、燃料費等調整制度（燃料費調整及び市

場価格調整）及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基



づく賦課金については入札価格に含めないものとする。 

本案件の燃料費調整及び市場価格調整については、当該地域を管轄するみなし

小売電気事業者が定める標準供給条件（電気需給約款）によるものとし、単価及

び係数等については、みなし小売り電気事業者が定めるベーシックプランと同等

の条件によるものとする。なお、令和７年度の電気需給約款が改定された場合は、

令和７年度の電気需給約款に基づき燃料費調整及び市場価格調整を算定し適用す

ること。ただし、これにより難い場合は県と協議のうえ基本料金及び単価の見直

しを行う。 

（３） 落札決定に当たっては、入札書に記載された総額にその１００分の１０に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

るものとする。）をもって落札金額とするので、入札に参加する者は、消費税及

び地方消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（４） 入札書に記載する単価に１銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものと

する。 

 

１１ 入札及び開札 

（１）  開札日時及び場所 

ア 日時  令和８年１月２６日（月） 午後２時 

イ 場所  群馬県庁１１階 １１１会議室 

入札方法は、入札書の直接持参又は郵送によるものとし、入札書のほかには内

訳書（計算書）（様式第６号－１）のみ添付できる。 

郵送による場合は、書留郵便とし、令和８年１月２３日（金）午後４時までに

上記３の場所に群馬県総務部財産有効活用課長あて親展で必着のこと。 

郵送にあたっては二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて厳封の上、当該中封

筒には氏名など及び「令和８年１月２６日開札 群馬県庁舎で使用する電気 入

札書在中」と記載すること。なお、入札は１回目が不調の場合、２回目まで行わ

れるため、別封で何回目かを明記すること。また、外封筒には「群馬県庁舎で使

用する電気 入札書在中」と朱書きすること。 

（２）  入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状（様式第４号）を提出

すること。 

（３）  入札者又はその代理人は、提出した入札書の変更や取り消しをすることができ

ない。 

（４）  入札担当者が、競争入札が公正に執行することができない状態であると認めた

ときは、当該入札を延期し、又は中止することがある。 

（５）  開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合にお

いて、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない

職員を立ち会わせて行う。 

（６）  入札執行回数は２回とする（１回目の入札で落札者がない場合は２回目を実施

する。）。 

 

１２ 最低制限価格 



設定しない。 

 

１３ 入札保証金 

免除する。 

 

１４ 契約保証金 

免除する。 

 

１５ 入札の無効 

次の（１）から（７）までのいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１）  入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札。 

（２）  ２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札。 

（３）  入札金額が訂正されている入札書による入札。 

（４）  入札要件の判明できない入札書、入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない

入札書又は入札者の押印のない入札書による入札。 

（５）  記載した文字を容易に消すことができる筆記用具を用いて記載した入札書に

よる入札。 

（６）  民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に規定する錯誤による入札であると

入札執行者が認めた場合の入札。 

（７） その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札。 

 

１６ 落札者の決定方法 

（１）  有効な入札書を提出した者で、予定価格の範囲内で最低価格となる総額をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。 

（２）  落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札

者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があると

き又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができないものがあるとき

は、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 

 

１７ 支払条件 

（１）  落札者は、毎月末日の２４時に計量器に記録された値を読み取り、計量した使

用電力量（前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう）を県に通知する

ものとする。 

（２）  県の検査合格後、落札者の定める任意の様式による請求書により、電気料金の

支払いを県に請求するものとする。 

（３）  県は、上記（２）の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して  

３０日以内に支払わなければならないものとする。 

 

１８ 契約 

契約は、内訳書（計算書）（様式第６号－１）に記載されている基本料金の単価及び電

力量料金の単価で行うものとする。 

 



１９ 異議の申立て 

入札した者は、入札後、入札説明書、仕様書、契約書式等についての不明を理由とし

て異議を申し立てることはできない。 

 

２０ 苦情の申立て 

本契約における競争入札参加資格の確認その他手続きに不服がある者は、群馬県政府

調達苦情検討委員会に対して苦情申立てを行うことができる。 

連絡先     群馬県政府調達苦情検討委員会事務局： 

群馬県会計局会計管理課総務・決算係 

      電話 ０２７－２２６－３８１１ 

  

２１ 契約条項等を示す場所 

   契約書（案）及び入札を定めている関係規則等については、次により閲覧できる。 

（１）閲覧期間  令和７年１２月１２日（金）から令和８年１月８日（木）までの休

日条例第１条に規定する休日を除く毎日。 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。 

（２）閲覧場所  上記３に同じ。 

 

２２ その他 

（１）  入札参加者は、仕様書及び契約書（案）を熟読のうえ、入札しなければならな

い。 

（２）  契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 

（３）  この調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を

受ける。 

（４）  入札参加資格確認通知書を受理した後、入札完了までに入札を辞退する場合は、

令和８年１月２３日（金）午後５時までに入札辞退届（様式第５号）を上記３の

場所に提出すること。 

（５）  この調達手続きのいずれかの段階であっても、政府調達に関する協定（平成７

年条約第２３号）のいずれかの規定に違反して調達が行われたと判断する場合に

は、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得た日後１０日以内に、

群馬県政府調達苦情検討委員会に苦情を申し立てることができる。 

（６）  入札説明書等の配付資料は、本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 

（７）  入札説明書に記載されていない事項については、地方自治法、同法施行令、地

方公共団体の物品又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令、規則等関係法

令の定めによる。 

（８）  その他不明な点については、以下に問い合わせること。 

群馬県総務部財産有効活用課県庁舎保全係 

電話 ０２７－２２６－２１２５ 

担当 藤井、千明 



 

※１ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」に示された電源構成等の算定や開示に関

する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小

売電気事業者であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日から１年間に限

って開示予定時期（事業開始日から１年以内に限る。）を明示することにより、適切に開

示したものとみなす。 

※２ 別表１に示す配点により算定した点数が７０点以上であること。 

※３ 未利用エネルギーの活用状況とは、以下の方法により算出した数値をいう。 

  なお、未利用エネルギーとは発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入

に係る活用分を含む。（ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネル

ギー活用分については含まない。））をいう。 

① 工場等の廃熱又は排圧 

② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特

別措置法（平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。）第 2 条第 3 項

において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。） 

③高炉ガス又は副生ガス 

また、未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギー

に該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量

を算出する。 

①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測に

よる燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 

②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネル

ギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネ

ルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の

発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 

※４ 再生可能エネルギー導入状況とは、以下の方法により算出した数値をいう。 

   次の①から⑤に示した再生可能エネルギー電気の利用量[kWh]を令和５年度の供給電

力量（需要端）[kWh]で除した数値。ただし、①から⑤の再生可能エネルギー電気の利用

量は令和５年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。 

① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気気又は相対契約によって他社から購入      

した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が 

特定できる非 FIT 非化石証書の量（送電端[kWh]） 

② グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するも   

のとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギ 

ー証書（電力）量[kWh]  

③ J－クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電 

力相当量[kWh]  

④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気 



に係る非化石証書の量[kWh]  

⑤  非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別でき  

 るトラッキング付非 FIT 非化石証書の量[kWh] 

 

※５ 需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること、需給逼

迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的

な優遇措置を実施すること、地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニュ

ーを設定していること、発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること 

等 

 

別表１  

 項目 区分 配点 

ア 令和５年度の 1kWh 当たりの全電源の二酸化

炭素排出係数[kg-CO2/kWh]※６ 

0.000 以上   0.350 未満 70 

0.350 以上   0.375 未満 65 

0.375 以上   0.400 未満 60 

0.400 以上   0.425 未満 55 

0.425 以上   0.450 未満 50 

0.450 以上   0.475 未満 45 

0.475 以上   0.500 未満 40 

0.500 以上   0.520 未満 35 

0.520 以上 0 

イ 令和５年度の未利用エネルギー活用状況 0.675 %以上 10 

    0 %超     0.675 %未満 5 

活用していない 0 

ウ 令和５年度の再生可能エネルギー導入状況   15.0 %以上 20 

  8.0 %以上 15.0 %未満 15 

  3.0 %以上  8.0 %未満 10 

     0 %超    3.0 %未満 5 

活用していない 0 

エ ・省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組 

・地域における再エネの創出・利用の取組 

取組あり 5 

取組なし 0 

 

※６ 「全電源の二酸化炭素排出係数の実績値」とは、経済産業省及び環境省の公表している

「電気事業者別の二酸化炭素排出係数（令和５年度実績）」（令和７年３月１８日環境省・

経済産業省公表、R7.7.18、R7.7.28、R7.8.1 一部追加・更新）の調整後排出係数の数値

とする。新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、地球温暖化対策の推進

に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業

者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとす

る。 


